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規         則 

次に掲げる規則を別紙の原本のとおり公布する。 

 令和 3年 4 月 16日 

          新潟県市町村総合事務組合管理者 久 住 時 男 

 

⑴ 新潟県市町村総合事務組合財務規則の一部を改正する規則 

（新潟県市町村総合事務組合規則第 1号） 

⑵ 新潟県市町村総合事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

の一部を改正する規則 

（新潟県市町村総合事務組合規則第 2号） 

⑶ 新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定める

金額を定める規則の一部を改正する規則 

（新潟県市町村総合事務組合規則第 3号） 
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新潟県市町村総合事務組合規則第 1号 

   新潟県市町村総合事務組合財務規則の一部を改正する規則 

新潟県市町村総合事務組合財務規則（平成 16年規則第 17号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

 （予算執行等に関する管理者の権限の専決） 

第４条 （略） 

 （代決） 

第４条の２ 予算執行職員又は収支命令職員

（この条において「決裁権者」という。）が不

在の場合は、決裁権者の上司が代決すること

ができる。 

２ 前項の規定により代決した上司は、遅滞な

くこれを当該決裁権者に報告するものとす

る。 

 （出納員の設置及び任命） 

第５条 （略） 

別表第３（第 55条関係） 

 （略） 

備考  

 １・２ （略） 

 ３ 長期継続契約に係るものについて、当該

長期継続契約を締結した年度の翌年度以降

の支出負担行為として整理する時期は各年

度の４月１日とし、支出負担行為の範囲は

各年度の歳出予算の範囲内における契約金

額とする。 

 （予算執行等に関する管理者の権限の専決） 

第４条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （出納員の設置及び任命） 

第５条 （略） 

別表第３（第 55条関係） 

 （略） 

備考  

 １・２ （略） 

 

 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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新潟県市町村総合事務組合規則第 2号 

新潟県市町村総合事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

の一部を改正する規則                               

 新潟県市町村総合事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則（平成

16年規則第 22号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

 

別表（第４条関係） 

組合市町村等 非常勤消防団員 

 （略）  （略） 

柏崎市  （略） 

見附市 機能別消防団員 

胎内市  （略） 
 

 

別表（第４条関係） 

組合市町村等 非常勤消防団員 

 （略）  （略） 

柏崎市  （略） 

胎内市  （略） 
 

  備考 改正箇所は下線が引かれた部分である。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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新潟県市町村総合事務組合規則第 3号 

   新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定める

金額を定める規則の一部を改正する規則 

 新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定める金額

を定める規則（平成 19年規則第４号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 
  

介護を
要する
状態の
区分 

介護を受けた日の
区分 

金  額 

常時介
護を要
する状
態 

 (略) その月における介
護に要する費用と
して支出された費
用の額（その額が
171,650円を超え
るときは、171,650
円） 

(2) 一の月に親
族又はこれに
準ずる者によ
る介護を受け
た日があると
き（その月に介
護に要する費
用を支出して
介護を受けた
日がある場合
にあっては、当
該介護に要す
る費用として
支出された額
が 73,090 円 以
下であるとき
に限る。） 

月額73,090円（新
たに介護補償を支
給すべき事由が生
じた月にあって
は、介護に要する
費用として支出さ
れた額） 
 

随時介
護を要
する状
態 

 (略) その月における介
護に要する費用と
して支出された費
用の額（その額が
85,780円を超える
ときは、85,780円） 

 (略)  (略) 

 

介護を
要する
状態の
区分 

介護を受けた日の
区分 

金  額 

常時介
護を要
する状
態 

 (略) その月における介
護に要する費用と
して支出された費
用の額（その額が
166,950円を超え
るときは、166,950
円） 

(2) 一の月に親
族又はこれに
準ずる者によ
る介護を受け
た日があると
き（その月に介
護に要する費
用を支出して
介護を受けた
日がある場合
にあっては、当
該介護に要す
る費用として
支出された額
が 72,990 円 以
下であるとき
に限る。） 

月額72,990円（新
たに介護補償を支
給すべき事由が生
じた月にあって
は、介護に要する
費用として支出さ
れた額） 
 

随時介
護を要
する状
態 

 (略) その月における介
護に要する費用と
して支出された費
用の額（その額が
83,480円を超える
ときは、83,480円） 

 (略)  (略) 

 

  

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

２ この規則による改正後の規定は、令和３年４月１日以後の期間に係る介護補償の額について適

用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。 
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告         示 

新潟県市町村総合事務組合告示第 6号 

 新潟県市町村総合事務組合指定金融機関等の名称、位置及び事務取扱区分（平成 16年告示第 5

号）の一部を次のとおり改正し、令和 3年 4月 1日から実施した。 

  令和 3 年 4月 16日 

新潟県市町村総合事務組合管理者 久 住 時 男   

改正後 改正前 
  

２ 新潟県市町村総合事務組合交通災害共済

事業の事務 

 ⑴ 総括店 

  （略） 

 ⑵ 収納代理金融機関 
公金の出納

所轄事務所 

取 り ま と

め 収 納 店
の名称、位
置 

〔 収 納 店
で 収 納 し
た 会 費 の

取 り ま と
め事務〕 

収納店の名称 

(会費収納の事務) 

新潟市事務

所 

 (略)  (略) 

    〃     木崎
支店 
東日本信用漁業協同組合連

合会 新潟支店 

長岡市事務

所 

 (略)  (略) 

柏崎農業協同組合 小国支
店 
東日本信用漁業協同組合連

合会 新潟支店 

上越市事務
所 

 (略)  (略) 
     〃      

板倉支店 
東日本信用漁業協同組合連
合会 新潟支店 

 (略)  (略)  (略) 

柏崎市事務
所 

 (略)  (略) 
    〃     西山支
店 

東日本信用漁業協同組合連
合会 新潟支店 

新発田市事

務所 

 (略)  (略) 

    〃     紫雲
寺支店 
東日本信用漁業協同組合連

合会 新潟支店 

 (略)  (略)  (略) 

村上市事務
所 

 (略)  (略) 
      〃       

 山北支店 
東日本信用漁業協同組合連
合会 新潟支店 

 (略)  (略)  (略) 

糸魚川市事

務所 

 (略)  (略) 

    〃     青海
支店 
東日本信用漁業協同組合連

合会 新潟支店 

２ 新潟県市町村総合事務組合交通災害共済

事業の事務 

 ⑴ 総括店 

  （略） 

 ⑵ 収納代理金融機関 
公金の出納

所轄事務所 

取 り ま と

め 収 納 店
の名称、位
置 

〔 収 納 店
で 収 納 し
た 会 費 の

取 り ま と
め事務〕 

収納店の名称 

(会費収納の事務) 

新潟市事務

所 

 (略)  (略) 

    〃     木崎
支店 
新潟県信用漁業協同組合連

合会 本店 

長岡市事務

所 

 (略)  (略) 

柏崎農業協同組合 小国支
店 
新潟県信用漁業協同組合連

合会 本店 

上越市事務
所 

 (略)  (略) 
     〃      

板倉支店 
新潟県信用漁業協同組合連
合会 本店 

 (略)  (略)  (略) 

柏崎市事務
所 

 (略)  (略) 
    〃     西山支
店 

新潟県信用漁業協同組合連
合会 本店 

新発田市事

務所 

 (略)  (略) 

    〃     紫雲
寺支店 
新潟県信用漁業協同組合連

合会 本店 

 (略)  (略)  (略) 

村上市事務
所 

 (略)  (略) 
      〃       

 山北支店 
新潟県信用漁業協同組合連
合会 本店 

 (略)  (略)  (略) 

糸魚川市事

務所 

 (略)  (略) 

    〃     青海
支店 
新潟県信用漁業協同組合連

合会 本店 
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 (略)  (略)  (略) 

佐渡市事務

所 

 (略)  (略) 

羽茂農業協同組合 本所 
東日本信用漁業協同組合連
合会 新潟支店 

 (略)  (略)  (略) 

三島郡 

出雲崎町事
務所 

 (略)  (略) 

越後さんとう農業協同組合 
 出雲崎支店 
東日本信用漁業協同組合連

合会 新潟支店 

 (略)  (略)  (略) 

岩船郡 
粟島浦村事

務所 

 (略) 第四北越銀行 岩船支店 
東日本信用漁業協同組合連

合会 新潟支店 
 

 (略)  (略)  (略) 

佐渡市事務

所 

 (略)  (略) 

羽茂農業協同組合 本所 
新潟県信用漁業協同組合連
合会 本店 

 (略)  (略)  (略) 

三島郡 

出雲崎町事
務所 

 (略)  (略) 

越後さんとう農業協同組合 
 出雲崎支店 
新潟県信用漁業協同組合連

合会 本店 

 (略)  (略)  (略) 

岩船郡 
粟島浦村事

務所 

 (略) 第四北越銀行 岩船支店 
新潟県信用漁業協同組合連

合会 本店 
 

  

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 
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公         告 

新潟県市町村総合事務組合公務災害補償等認定委員会委員の就退任について（公告） 

 新潟県市町村総合事務組合公務災害補償等認定委員会委員の就退任があったので、次のとおり公

告する。 

  令和 3年 4月 16日 

              新潟県市町村総合事務組合管理者 久 住 時 男 

 

 退 任  小 林 康 昌   令和 3年 3月 31日 

 退 任  内 山 良 生   令和 3年 3月 31日 

 就 任  田 中 昌 直   令和 3年 4月 8日 

 就 任  中 村   伸   令和 3年 4月 8日 

                                             

 

新潟県市町村総合事務組合消防賞じゅつ金等審査委員会委員の就退任について（公告） 

 新潟県市町村総合事務組合消防賞じゅつ金等審査委員会委員の就退任があったので、次のとおり

公告する。 

  令和 3年 4月 16日 

            新潟県市町村総合事務組合管理者 久 住 時 男 

 

 退 任  熊 倉   健   令和 3年 4月 4日 

 就 任  熊 倉   健   令和 3年 4月 5日 
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辞         令 

事務所長の任免について（辞令） 

新潟県市町村総合事務組合行政組織規則（平成 16年規則第 2号）第 16条第 1項に規定する事務

所長に異動があったので、次のとおり発令した。 

令和 3年 4月 16日 

 

新潟県市町村総合事務組合管理者 久 住 時 男 

 

令和 3年 2月 1日付け  魚沼市事務所長を免ずる  内 田 幹 夫 

                                             

事務所長の任免について（辞令） 

新潟県市町村総合事務組合行政組織規則（平成 16年規則第 2号）第 16条第 1項に規定する事務

所長に異動があったので、次のとおり発令した。 

令和 3年 4月 16日 

 

新潟県市町村総合事務組合管理者 久 住 時 男 

 

令和 3年 3月 31日付け  新発田市事務所長を免ずる  下  妻   勇 

                                         

事務所長の任免について（辞令） 

新潟県市町村総合事務組合行政組織規則（平成 16年規則第 2号）第 16条第 1項に規定する事務

所長に異動があったので、次のとおり発令した。 

令和 3年 4月 16日 

 

新潟県市町村総合事務組合管理者 久 住 時 男 

 

令和 3年 4月 13日付け  魚沼市事務所長を命ずる  櫻 井 雅 人 

                                             

事務所長の任免について（辞令） 

新潟県市町村総合事務組合行政組織規則（平成 16年規則第 2号）第 16条第 1項に規定する事務

所長に異動があったので、次のとおり発令した。 

令和 3年 4月 16日 

 

新潟県市町村総合事務組合管理者 久 住 時 男 

 

令和 3年 4月 13日付け  新発田市事務所長を命ずる  伊 藤 純 一 

 

 


